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地域 ・自治体理論の新 しい地平

―重森教授 の近著 『分権社 会の政策 と財政』 に よせ て ―

内 山

平

昭(立 命館大学)

剛(立 命館大学大学院)

はじめに一人間発達学派の旗手

わが国で 「分権 と地域 自立」の実現が ようや

く視界に入ったが,重 森暁教授の近著 『分権社

会の政策 と財政』(2001年3月)は そのために

直面する重要課題について,た しかな解答を与

えるものである.そ の意義は一言にして,苦 闘

の内にある関係者 とこの分野の研究者に対する

強力な武器の提供であると表現できる.

20世 紀のラス トデイケー ドか ら新世紀の幕開

けにかけて日本 と世界は,疾 風怒濤の時代であ

ったと後世の史家は記すであろう.多 くの人々

の胸にはこの時期,不 安 と暗さが刻印されたが,

この中にあって,地 方分権への動 きは希望の時

代への曙光と映 じている.重 森教授が以下の著

書や多 くの論文によって,そ の先導者たる役割

を演じてきたのは周知のとお りである.著 者は

1981年 に 『地域の労働 と経済理論』を処女出版

して以来,豊 富な調査活動 を含 む研究を積み重

ね,『 地方 自治の財政理論』(1988)『 分権社会

の政治経済学』(1992)『 分権 ―どう実現するか』

(1996)を 世に問い,そ れぞれの時期の課題 に

応えるとともに,自 己の学問体系の構築 に努め

てきた.こ れ らによって著者はわが国の代表的

地域 ・自治体研究者の一人とみなされるととも

に,こ の分野における人間発達重視学派(以 下,

人間発達学派または人間発達主義 と呼ぶ)の 旗

手 としての地位にある.本 書はこの延長線上に,

地域政策論(第1部)と 自治体財政論(第2部)

について創造的な展開を遂げ,新 しい知見を加

えている.本 書 は地域問題,自 治体の関係者,

研究者,学 生 に広 く読まれることが望 ましいの

で,小 論では内容をできるだけ正確に紹介 しな

がら,ど のような成果があるか,今 後に期待さ

れることは何かについて筆者の見解 を示 した

い.

1― 本書の概要 と評価の論点

きたるべ き時代は国民国家中心ではなく,地

域を基礎 とすべ きであると主張したL.マ ンフォ

ー ド(『都市の文化』1938)に 学びつつ ,著 者

は,国 民国家 と市場=資 本主義をベースとした

20世 紀的枠組みをの りこえ,地 域 を基礎 とする

分権社会の構築こそ新世紀最大の課題であると

位置づける.本 書は,「 この課題を実現するた

めの地域政策の基本視点と税財政システムの改

革課題を明らかにする」 ことを目的 として,92

年か ら2000年 にかけて発表した論文をもとに大

幅に加筆 再構成 し,一 書にまとめたものであ

る.

2部9章 からなる本書の構成は次の通 りであ

る.

第1部 地域政策

第1章 地域 と人間発達

第2章 内発的発展 とインフラス トラクチャー

第3章 インフラス トラクチャーと公務労働

第4章 自治体行政の公共性 と効率性

第5章 集権の20世 紀から分権の21世 紀へ

第2部 財政分析

第6章 大震災と自治体財政

第7章 沖縄の自立的発展 と県財政
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第8章 大都市圏の自治体財政危機

第9章 分権的税財政システムへの転換

第1部 は人聞発達原理をベースに,内 発的地

域発展(以 下,内 発的発展 と略す),イ ンフラ

ス トラクチャー(以 下,イ ンフラと略す),社

会的効率,分 権 とい う4つ のコンセプ トをキ

ー ・ワー ドにそれ らの相互関連を明確にして地

域政策論の体系 を構築 している.こ れはまた自

治体財政論,よ り具体的には都市農村など多様

な自治体財政の分析とあり方,分 権的税財政シ

ステム論についての理論的方法的基礎 となって

いる.「 財政分析」 と題する第2部 は,5～

8章 で典型地域,な いし重要課題と関わらせて

の自治体財政分析を行い,そ れらをふまえて9

章で分権的税財政システムの構想を提示 してい

る.

全9章 ともそれぞれ重要な主題,理 論問題を

扱っているが,以 上の整理からわかるように,

本書の主要論点は3つ に分けることができる.

1つ は地域政策論の体系,第2に 分権的税財政

システム論,第3に 自治体財政の個別的分析

(5～8章)で ある.小 論では前2者 と沖縄財

政論 を特に検討するので,こ こでは災害財政論

(第6章)と 大都市財政論(第8章)を 簡単 に

紹介 しておく.

阪神 ・淡路大震災は高度成長後のわが国大都

市をおそった最初の大震災であ り,都 市経営の

方式,危 機管理の仕組み,国 ・地方の行財政関

係などに多 くの教訓を残 した.6章 はこれを対

象にその復旧 ・復興過程で自治体財政がどのよ

うな役割果た したか,ど んな問題点があるかに

ついて,政 府の財政措置,兵 庫県,神 戸,西 宮

両市の各財政を分析 して総括し,災 害財政のあ

りよう,改 革について3点 の提言 をしている.

1つ は復 旧 ・復興 における政府責任 を明確 に

し,地 域の実態にあわせた総合的対策をすすめ

るために,特 別会計の設置による一元的な財政

措置をとることである―第2に 復旧 ・復興事業

の計画と執行は,地 方自治の原則にもとついて

自治体と住民を主体 として行うこと,第3に 大

規模かつ恒久的な 「災害復旧 ・復興基金」の創

設である1著 者はすでに大震災直後に組織 され

た研究会の中心メンバーとして,実 態調査,政

策提言 をまとめた著作 『大震災 と地方 自治』

(1996)『 都市 に未来はあるか一 大震災と復興

政策』(1997)の 公刊に指導的役割を果た し,

震災財政 ・復興政策論を形成 して きた.災 害の

経済学,災 害財政論には,宮 入興一氏などの一

連の優れた業績があるとはいえ,き わめて少な

くなお未開拓の分野である.こ の点で本章は先

駆的意義を有 し,大 小,か つ様々な種類の災害

を対象 とした災害財政論の展開,一 般化 に大い

に貢献するであろう.

第8章 は,戦 後3回 目とされる最近の地方財

政危機を,き わめて深刻な状態にある大阪府 と

府下衛星都市 を対象に,そ の実相 と原因を解明

するとともに,各 自治体財政の運営,危 機打

開 ・再建方策を批判的に分析する.し かしほと

んどの自治体当局に財政悪化の本質的要因の分

析がないこと,浪 費的であ りなが ら高水準の建

設事業にメスを入れることなく,人 件費や扶助

費などの義務的経費の増大に原因を求め,職 員

や住民に負担 と犠牲を求めるや り方で危機を回

避 しようとしていることを厳 しく批判する.そ

してそのような緊急避難的なや り方では,本 当

の解決はできないとし,成 長型の財政運営から

の脱却,根 本的転換なくしては不可能であるこ

と,職 員 と市民への財政情報の公開,そ のわか

りやすい説明をテコに行政当局 と職員 ・市民が

一体 的に再建 に取 り組む必要性 を強調 してい

る.著 者は大阪府や府下衛星市町村の行財政調

査,政 策提言に関する研究を長 きにわたって蓄

積 してお り,地 域の特徴,実 情を熟知 したうえ

での分析であるので,本 章を読む者に大 きな迫

力 と説得力 を感 じさせる.あ えて欲 を言えば,

危機打開や財政民主化へのもっと具体的な手が

か りがあるはずであ り,こ れを示せないか とい

うことがある.
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2.新 しい地域政策論 の構築

地域政策論のスタンス,方 法論は,第1部1章

「地域 と人間発達」において提示されているが,

これは本書全体のそれでもある.こ こでは20世

紀の負の遺産を意識 しながら,豊 か さ(welL

being)に 関するA.セ ンの 「潜在能力アプロー

チ」にもとついて,こ れまでの地域理論を総括

する.'そ れらは一定の役割を果たし,た とえば

玉野井芳郎 らの地域主義は人間と自然の共生,

地域 の個性 を強調 した点で大 きな意義があっ

た.し か し,「人間の潜在能力の実現,'す なわ

ち人 間発達 の 問題 を正 面 か ら論 じて い な

い.一一…担 い手たちの状態や主体形成について

考察 していない」(p.25)と いう決定的弱点が

あったとし,そ れを克服するものとして宮本憲

一らの内発的地域発展論が形成されたとする.

ついで人間発達型地域論がイギリスにおいて

R.オ ーエン,Eノ 、ワー ド,G.D.H.コ ール,L.マ

ンフォー ドへ と発展 したことを示す.そ して

「地域の発達とはそこに住む人々の発達 と地域

の潜在力の開花でなければならない」(p.35)

「内発的地域発展 にとって地域 に住む人々の発

達を保障することが最大の目的である」(p.52)

とのテーゼを導 き,人 間発達主義 と内発的地域

発展論との結合を成し遂げる.前 者は池上惇の

思想であ り,後 者は宮本憲一の主導によって確

立されつつあるが,著 者は両者の摂取のうえに

新しい視点,方 法論 を構築 したといえる.著 者

によれば,そ の特徴は次の3点 である.1つ は

障害を除去 し,共 通の発達機会を与えることを

物質的制度的に支える社会的システム=イ ンフ

ラス トラクチャーが必要であること,第2に,

インフラが人間発達の条件となるためには地域 ・

密着型のインフラ整備 とそれを可能 とする分権

的システムの構築が不可欠であること,第3に,

そのようなインフラ整備を通 して,引 き裂かれ

た諸個人の連帯 と共同を地域において回復する

ことである.こ の第3点 は筆者が協力 ・連帯重

視主義(学 派)と 名づける神野直彦 ・金子勝ら

の地域 ・自治体論 との重要な共通点,結 節点で

ある.そ して,こ れにもとついて地域政策論と

自治体財政論が展開されるのであるが,こ の立

場は人間発達主義の地域 ・自治体理論 と呼ぶに

ふさわしい.

第2章 は内発的発展論 と広義のインフラとの

関係を主題とし,こ れは人間発達主義の地域政

策論において核心的位置を占める.こ こでは投

資戦略型,シ ビル ・ミニマム型,情 報ネットワ

ーク型,成 長管理型 という4つ の主要なインフ

ラ論を批判的に検討 し,と くに池上惇の情報ネ

ットワーク型インフラ論や80年 代後半以降アメ

リカの諸都市に普及 した成長管理型インフラ論

の成果を摂取 して,自 らの中心コンセプ トを引

き出す.す なわち,内 発的地域発展は分権 シス

テムによる地域密着型インフラの整備 と運用を

支柱 としてはじめて可能になるというのがそれ

である.

そのようなインフラ論は,4つ の条件ないし

内容を持たなければならない.1つ は画一的で

なく,地 域の固有性に根 ざすこと,第2は 分権

であ り,計 画,実 施の権限 ・財源を地域の中に

お くこと,第3に 基礎的な構築物だけでな く,

地域における人間発達に直接関わる社会的施設

の建設を重視すること,第4に ハー ドのインフ

ラを内発的発展につなげるソフト・システムを

開発することである.(p.51)

ハー ド,ソ フトからなるインフラは主 として

公務労働 によって整備,維 持,管 理されるか ら,

両者の関係や公務労働のあり方はインフラが十

全に機能するうえで決定的意味を持つ.こ れを

正面から論 じた第3章 では福祉国家型公務労働

の意義と限界,資 本蓄積 との関係についての水

口憲人の研究 を批判的に評価する.つ いで,現

代的公務労働の解明のためには使用価値概念を

超える価値概念が不可欠であり,池 上惇の固有

価値論(1996,有 用性を超えて,生 産者 と消費

者の固有価値を結合し,双 方の潜在能力向上を

目標 とする新価値概念)こ そそれに応えうるも

のだとする.こ こから今 日の公務労働はこの価

値の実現を支え,支 援するものとして次のよう

に規定 される.「 この文脈で(イ ンフラは社会
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的共通基盤 としてハー ドとソフトの統合 された

概念であること)公 務労働は社会的共同業務 を

現代的に再生するためのインフラを形成,維 持,

管理する労働である.」 これが名実共にそうあ

るために4つ の具体的要件,業 務内容 ・人員配

置の総合性,労 働の専門性,公 務労働 と生産

者 ・消費者 とのフィー ドバ ックシステム,地 域

的個性 と文化性,が 要請 され るとともに,分

権 ・自治型システムの下ににおかれなければな

らないのである.(pp.70-72)

しかも,こ のような公務労働は 「第3の イタ

リアにおけるリアル ・サービス」 として現実の

経験になっていることが明 らかにされる.イ タ

リアは80年 代後半以降エ ミリア ・ロマーナ州な

ど北中部諸州の中小企業群に主導された経済成

長を達成 したが,こ れを可能にした最重要な条

件は,70年 代の分権化 を背景に公共部門または

公共 ・民 間共同機構が中小企業群 に有効 な支

援,産 業政策を講 じたことにあった.ハ ー ドで

はなくソフ トを重視 した産業政策の中身が 「リ

アル ・サービス」 という概念であ り,そ れは

「地域産業の活性化を実際に可能 とする公共的

労働による専門性を持った対企業サービス,情

報サービス」(pp.74-75)を 意味する.著 者はこ

れを地域の文化や個性に根ざした公務労働の典

型であり,内 発的地域経済発展 に貢献 しうる公

務労働のあり方を示す ものだと評価する,そ れ

は著者がたびたびイタリア現地調査を行い,ま

た留学でそこに居住されて研究され,詳 細にま

とめられた成果にもとついてお り,今 後 自治体

職員の労働を論じる者には避けて通れない提起

といわねばならない.

自治体財政の効率性の問題は,70年 代以来自

治体経営論や分権論において一大争点 となって

きた.一 方で市場原理(至 上)主 義の立場から

経済効率 を過度に重視する主張(効 率重視学

派),他 方で住民 自治を発展 させ るための分権

論(人 間発達学派,協 力 ・連帯学派)が あ り,

両者は厳しい対抗,論 争をつづけている.著 者

は後者の代表者の一人 として,「 都市経営論の

嵐」が吹き荒れた80年 代から一貫してこの問題

を重視 し,す で に 『地 方 自治 の財政理 論 』

(1988)に おいて社会的効率論 という考え方を

確立していた.評 者は 『経済科学通信』(63号,

1990)に 寄せた書評で,同 書の注 目すべ き成果

の1つ として 「自治体財政運営の公準 として社

会的効率論の理論化に成功 している」ことをあ

げ,狭 阻な経済効率主義を克服で きると評価 し

た.財 政の真の効率化はそれなくして,自 治の

確立や地域の自立は到底おぼつかないほどの重

要性 を持つが,そ れはなお自治体や住民にとっ

て高いハー ドルである.だ が,他 面冷静に観察

すると多 くの自治体で短期的個別的な効率では

なく,社 会的効率 を追求する地道な努力が積み

重ねられていることも事実であ り,10年 間とい

うタームで見ると著者の理論は関係者や研究者

に広 く受容されてきたといえる.

わが国独 自の存在であるいわゆる 「第3セ ク

ター」は,地 域開発や公共施設の管理運営等の

主体 として,民 間活力導入論 を背景にその地位

を高めなが ら,近 年その多 くで経営が悪化 し,

自治体財政をめ ぐる最重要課題の1つ となって

いる.第4章 は 「第3セ クター」(=公 民共同

出資による民法,商 法上の法人)に 焦点をあて,

自治体行政の公共性と効率性(営 利性)を 検討

するとともに,こ れを通 じて分権システム下で

行政 ・協同組合 ・民間諸組織という3つ の主体

が共同する際,両 者の関係はいかに調整 される

かという問題の解明を展望する.こ こでは効率

性の議論が5つ に類型化 され,シ ビル ・ミニマ

ム型,減 量経営型,民 主的,政 策経営的の各効

率論の欠陥,限 界が明 らかにされる.そ して能

勢哲也の成果(『 公共サー ビスの理論 と政策』

1980)な どを摂取 して社会的効率論の深化をは

か り,そ の特徴を 「広い視点で費用(絶 対的 ・

不可逆的損失を含む)と 効果を比較する.」 「短

期的 ・中期的 ・長期的評価 を組み合 わせるこ

と」など4つ に整理 している.(p.95)

80～90年 代 に急拡大 した 「第3セ クター」

については,公 共,私 的両サービスの中間領域

が拡大 し,公 共と民間が共同できる分野が増大

した という実態があること,他 方で新 自由主義
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による規制緩和 とプライバタイゼーションの潮

流が 自治体を席巻 した ことを背景 とす るため

に,そ の評価は複雑にならざるをえない.こ れ

を全体 として積極的に評価する議論 もあるが,

著者はとくに最近,関 西国際空港,本 四架橋,

宮崎シーガイヤ,神 戸都市経営の破綻などに見

るように,公 ・民のもたれ合いによる非効率,

失敗の後始末が公共部門に押 しつけられること

などその否定面が強 くあらわれていると批判す

る.そ の根本問題は公企業ないし公益企業の原

則 を踏み越えてテーマパーク経営やリゾー ト開

発 といった営利 目的の事業に進出したことにあ

り,そ の原因は営利性 を経営原則 とし,こ れま

で公共性を保証するための制度が未確立であっ

たことによることを明らかにしている.

その上で第3セ クターを1)営 利 を目的 とす

るもの,2)市 民運動 に立脚 した民間非営利型

のものに類型化 し,前 者が否定され後者の積極

的活用が主張される.そ して後者が社会的効率

を担 う1単 位 として,ま た地域づ くりの主体の

1つ として位置づけられるためには,都 市経営

の理念,政 策が確立 していること,弱 小 自治体

には金融面技術面の全国的支援体制 を要するこ

となど4つ の必要条件 をあげたのである.し か

もこの事例はアメリカの諸都市で都市の成長管

理やリンケージ政策におけるCDC(communi-

tydevelopmentcorporation),ピ ツツバーグの

ACCD(ア ルゲニー ・カウンテイ地域開発協

会),URA(都 市再開発局)が その典型 として

存在 し,日 本はこの経験 を生かさねばならない

ことを強調するのである.

第5章 では,わ が国における分権 ・地方自治

運動の歩みと分権化への国際的潮流 を総括 した

うえで2000年4月 から実施された 「地方分権一

括法」の評価を行い,柔 構造的集権制(制 度的

かつ非権力型の集権制)か ら柔構造的分権制へ

の転換 を改めて主張 している.本 章が第1部 に

位置するのは,著 者の地域政策理論が分権を不

可欠の柱 としているからであるが,こ の点を確

認すれば,本 章は次節で自治体財政論の一貫と

して論 じるのが適切である.た だ,こ こで特に

指摘 しておきたいのは,分 権化の国際的潮流の

基本的要因として中央集権的福祉国家の限界と

ともに,経 済のグローバル化の進展に伴う地域

産業政策の役割増大をあげていることである.

前著(『 分権社会の政治経済学』1992)に おけ

る自治体産業政策論の展開がその基盤iとなって

いるが,そ の重要性にもかかわらず,協 力連帯

学派においてこの点を正当に評価 しているとは

いえないからである.ま た筆者 も,す でに著者

と同様の見解を明らかに していることを付言 し

ておきたい.(拙 稿,「 地方分権 と税源移譲論」

静岡県立大学 『経営 と情報』12巻2号,2000年

4月 参照)

以上の紹介か ら明白なように,第 一部全5章

で展 開された著者の地域政策理論は人間発達,

内発的発展,イ ンフラス トラクチャー,社 会的

効率,分 権をキーワー ドとし,そ のいずれが欠

けても枠組みが崩壊するほど密接に支え合 う相

互関連を有する.さ らに,人 間発達主義の地域

施策理論の体系は次のように図示することが可

能である.(図 一1参 照)

この図示 に誤解のあることを恐れるが,第 一

部の各章の主題はそれぞれきわめて重要であ

り,著 者のレベルで理解 し,全 体像 を描 くこと

は決 して容易でない.財 政分析の基礎 ともなる

著者の理論体系を簡明に示し,多 くの読者の便

宜を図るうえか らも,本 書に全体像 を明示する

章のないことが惜 しまれる.第2部 についても,

財政分析 または自治体財政論の枠組みにあてた

章を欠いている.実 践的要請か ら公刊が急がれ

た という物理的制約のためだ と思われるが,第

一部 との連関
,個 別的分析のスタンス,方 法論

を知るうえから,そ して一般読者の理解 を助け

るうえで もあった方が よいのである.

3.分 権的税財政 システム論

著者は分権論 を包括的に論 じた 『地方分権』

(1996)に おいて,分 権的税財政システムの骨

格を示 した(第4章 一3.地 方税源の拡充)が,

本書では第9章 でまとまったものを展開してい
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図一1重 森教授の地域政策理論の構造

る.こ の評価を行ううえで機関委任事務 を廃止

し,行 政事務の配分をかな り明確化 した新地方

自治法や地方分権一括法実施(2000年 分権改革)

に対する著者の見解(第5章)に 触れておかね

ばならない.税 財政システムは事務配分 を前提

とし,両 者は密接 な関連を有するからである.

今回の分権改革に肯定論,否 定論,未 完の改革

論などがあるなかで,著 者にあっては自身の分

権論,つ まりわが国の国 ・地方関係 について

「柔構造的集権制」 と規定し,こ れを 「柔構造

的分権制」に転換すべ きとする視点からなされ

る.今 回の改革で 「自治事務の範囲が拡大 し,

分権的実態と分権化へのポテンシャリティは地

方 自治体の努力次第でこれまで以上に高 まる」

としながらも,他 面国の自治体 に対する行政的

恣意的関与のルール化は,「 状況次第でより権

力的集権制に向かう可能性が法的に整備 された

こと」を意味すると危惧の念 を表明する.そ し

て総合的には柔構造的集権制の基本システムを

なす①地方税法,② 自治大臣の予算調整権,③

地方財政計画に何 ら手がつけられず,そ の枠内

に とどまる,と の厳 しい評価 となっている.

(pp.117～9)

これに留意しつつ,柔 構造的分権制(=地 方

自治,住 民自治を全国的広域的に支援するシス

テム)の 両輪の1つ をなす国 ・地方の税財政関

係と財政の抜本的改革論が主張される.そ れは,

各自治体がその財政運営を経済成長と人口増加

を指標 とした 「成長型」ではなく,住 民の人間

的発達 と地域の潜在能力 を生かすあ り方への転

換に意識的に取 り組むことを求めたうえで,次

の3つ が柱だとする.

1)国 による財政誘導装置の解体 と自治体の財

政責任の明確化

国庫補助負担金制度の縮小整理,地 方交付

税制度の簡素化 と配分機関 としてのシャウ

プ的地方財政委員会の設置,地 方債発行の

自由化 と独立的支援 システムとしての地方

金融公庫の創設.

2)国 か ら地方への税源移譲 と課税 自主権の確

立

所得税 ・住民税の共通税化 と自治体による

課税 ・徴収,課 税ベース,税 率の決定は当

初国と地方による共同決定方式 とす るが,

次第に地方の自主決定に委ねる。共通税の

配分は地方6対 国4の 割合とし,地 方から
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国に逆配分する.法 人住民税はすべて国税

化 し,そ の7割 を地方交付税の財源として

地方に再配分する.

3)財 政運営への住民参加の機会拡大

各 自治体の総合計画の策定,年 々の予算編

成の両過程への住民参加方法の開発 と実質

化.住 民参加を保障するための機関 として

イタリアで普及 している 「地区住民協議会」

ないし 「地域予算会議」のような狭域的自

治単位の創設,住 民の直接請求権 と住民投

票制度の確立.

このよううな改革方向は,著 者などの主導で

研究者や関係者の間で大筋合意に至っていると

考えてよい.し か しながら,い くつかの重要な

論点,特 に税源移譲論や法人事業税の外形標準

導入論は激 しい論争の中にある.こ れらに対す

る著者の所説を検討するまえに,国 庫補助負担

金論(以 下,国 庫補助金と略す)の 貴重な貢献

に言及する.周 知のように国庫補助金は国の財

政誘導装置の根幹であ り,そ の縮小整理が必要

なことに異論はないが,著 者は単純な全廃論や

政策的な整理統合では問題 を解決できず,「 地

方財政法」の現行体系にメスを入れる次の改革

論を提起する.① 奨励的補助金の廃止(同 法16

条関係)と その一般財源化 ②普通建設事業負

担金の廃止(同 法第10条 一2関 係)③ 同法

10条 一1に 規定された義務教育,児 童,老 人各

福祉,公 衆衛生など 「一般行政関係費」の原則

的存続(手 続 き,算 定基準の大幅な簡素化の必

要,ナ ショナル ・ミニマム保障す る手段 とし

て)

評者が一部国庫補助金の活用 を是認す るの

は,仮 に道州制を前提 とした場合,国 庫補助金

の全廃は可能だといえるが,府 県制の下での全

廃は地域の経済力格差や自治体 間の財政力格差

を考慮 したとき,地 方交付税だけでの財政調整

には限界やむ しろ欠陥さえ生 じかねないと考え

られるからである.評 者の行った所得税の税率

5%分 を府県移譲 したときのシミュレーション

によると,こ れで不交付団体化で きるのは9都

府県程度,財 政効率化を行ったとしても14前 後

である.ま た4大 都府県には税源が集中し,税

源の格差が拡大することを明 らかにし,そ の根

本的手直しを前提に一部国庫補助金の活用が避

けられないことを指摘 している.著 者のプラン

はこれに対する説得的解答でもあ り,高 く評価

するのである.(拙 稿 「地方分権 と地方税拡充

論 一都道府県税 を中心に一」『立命館経済学』

49巻5号,2000年12月,参 照)

著者の国 ・地方の税源再配分論,税 源移譲論

は,95年 の予算ベースと再配分後の大阪府税収

についてシミュレーションを行 ってお り,一 定

の説得力がある.し か し伊東弘文氏と共通性を

持つこの議論は大胆な提起であ り,評 者は現実

性の点か ら現在のところ必ずしも同意 していな

い.そ の最大の理由は,個 人所得への課税 を地

方政府主体で行うとい うのは分権の徹底にとっ

てきわめて望 ましいが,そ れは国税体系の根幹

に重大な変更を加えるし,中 央政府の徴税機構

たる国税庁,税 務署組織の再編成,一 部地方移

管が不可欠となるか らである.評 者が,所 得税

の基礎的税率部分(10%)を 地方移譲するとい

う神野 ・金子両氏の構想 を支持するのは現実性

が高 く,ま たそれが分権的税財政システム構築

への突破口になると考えるからである.(前 出

の[拙 稿,2000年4月]参 照)

法人事業税への外形標準課税論は,88年 の著

書において以来,一 貫 した主張であり,本 書で

は最近の動きに検討を加えるとともに,「 中小

企業への負担緩和策」に言及されている.そ こ

では 「法人事業税の応益課税 という本来の姿を

取 り戻 した結果,中 小企業の負担で大企業が有

利になるというのは問題である」(p.238)と し

て,資 本金規模で税率 を変化させ ること,資 本

金1000万 以下の零細企業について大幅な軽減措

置の必要を指摘 しているが,具 体案は示されて

いない.評 者の議論の基調は著者と同様であ り,

これ まで著者の研究か ら重要な示唆 をえて き

た.そ して,中 小企業への具体的な負担緩和策

こそ外形課税論のポイ ントであ るとみな し,

「一律の基礎控除(所 得型付加価値3000万 円)」

設定が最も望ましいことを明示 したうえで,91,
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98年 決算ベースで,全 産業,小 売業などの3業

種における効果についてシミュレーションを行

っている.こ の結果 では基礎控 除3000万 円,

2000万 円の場合,そ れぞれ全産業の企業数で

40%前 後,25～28%,小 売業では60%前 後,

40%前 後が非課税 となる.こ れは不 況期には

70%近 く,好 況期で も50%前 後が赤字法人であ

るために非課税になるという現行所得ベースの

欠陥を大きく改善するし,他 方で外形標準導入

にともなう最大の難点 を克服で きるのである.

(詳細は前出の2つ の拙稿を参照)

4.沖 縄の自立的発展論と財政改革論

著者の指摘するように最近,沖 縄県において

「本島北部地域への開発援助 と引き替 えに,普

天間基地の県内移設を認めるといった事態が生

じている.」 この背景には85年 以降,大 きな盛

り上が りを見せた米軍基地の整理 ・縮小 を求め

る声が,日 米両政府による 「代替基地の県内へ

の移設」という厳 しい条件の前に トーンダウン

し,こ のために県民の問に無力感が漂っている

こと,地 方分権一括法の施行により,こ れまで

沖縄県への機関委託事務であった米軍用地提供

に際 しての公告縦覧及び代理署名 といった一連

の手続きが国の直轄事務となり,逆 に国への異

議申し立てを行 う法的な機会を失われたことな

どがある.こ の状況下で 「現実的な対応」を訴

えた保守勢力が,知 事選をはじめ各市町村,あ

るいは国政選挙などで県民の支持 を大きく広げ

ている.こ の流れが,基 地受入 と引き替えに振

興策を求める動 きに反映されているといっても

過言ではないだろう.

著者は,本 書の第7章 で 「戦後の沖縄財政を

振 り返って見るとき,は たしてそれ(財 政:評

者)は,地 域経済の内発的 ・自立的発展 を可能

にするインフラス トラクチャー整備の役割を果

たしてきたと言えるか.ま た,今 後果たしうる

であろうか.」 と疑問を提起 し,「内発的 ・自立

的社会の形成という視点から沖縄県の財政に焦

点をあて,そ の改革課題について検討」 を加 え

る.

本章は,「琉球政府以前の財政」,「琉球政府

時代の財政」,「本土復帰後の沖縄県財政」,そ

して,「 沖縄県財政改革の課題」の四節から構

成される.以 下,第 ユ節の 「琉球政府以前の財

政」では,1945年 の米国海軍軍政府の設置から,

1952年 琉球政府発足以前の沖縄財政の変容が取

り上げられる.こ の時期,沖 縄財政は次第に自

主権限を強めていったが,そ れは米軍政府の軍

事占領政策が許す枠内に留まり,ガ リオア援助

資金や米民政府の援助 に比較 して,規 模はきわ

めて小さかったことを明らかにしている.

第2節 では,「琉球政府時代 の財政」につい

てより詳細 な分析が試みられる.そ の重要な特

徴の1つ は,琉 球政府の仕事の中身が 「半国

家 ・半 自治体的性格」を持 っていた と述べる.

この点は本来国が担当すべ き国政事務が約3

割,市 町村事務(教 育区への援助)が2割,本

来の県政事務は5割 に過ぎず,ま た税源別内訳

でも,「87%が 国税相当分,7.5%が 市町村税相

当分,県 税相当分は5.5%」 に過ぎなかった点

にあらわれている.ま た,米 国や日本政府から

の援助が貧弱であ り,1953年 度以来,わ が国に

おいて社会資本整備のために大きな役割を果た

した 「財政投融資計画」が,沖 縄では1969年 度

からのスター トであったことなどか ら,復 帰直

前 までインフラ整備のための公共投資システム

がきわめて不備であったこと,こ の結果他の府

県 と比べ社会資本整備は15～20年 の遅れが生

じたと指摘 している.

第3節 「復帰後の沖縄県財政」は,本 土復帰

(1972年)以 降の県内財政の特徴についての分

析である.著 者によると,沖 縄県の財政依存度

の高 さには,「 基地関連財政支出と各省庁によ

る補助金嵩上げ」という他の農村的諸県と異な

る特殊な要因,つ まり基地と沖縄開発庁の存在

にもとつ く要因がある.開 発庁予算における

「沖縄開発事業費」中の,9割 以上が道路 ・港

湾 ・空港などをはじめとする公共事業関係費で

あった.し かもその大半が補助事業であ り,普

通建設事業費に占める補助事業の割合は,沖 縄
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県では8割 程度にも達する.こ のため,依 存財

源のうち地方交付税の比重は他の農村的県 とそ

れほど変わらないが,国 庫支出金の比重が高 く,

歳入構造が国庫依存型,と りわけ国庫補助負担

金依存型であることは,復 帰後沖縄県財政の一

大特徴をなしていた.こ のような「軍関係受取」,

防衛施設庁 ・自治省などによる基地関連の財政

支出,沖 縄開発庁 という国家機関による補助金

をテコとした公共土木事業の展開は沖縄経済に

今 日も依然として大 きな影響を与えており,こ

れこそ 「財政依存経済」の内実である.さ らに,

沖縄県の財政上の特徴 として経常収支比率の高

さを上げ,主 な理由として一般職 ・職員の約3

割が 「①特殊事情,② 戦後処理,③ 特別措置法,

④復帰処理」等の業務に割かれざるをえず,そ

の結果人件費が高いからであることを指摘 して

いる点 も重要である.

第4節 「県財政改革の課題」では,県 内の財

政上の課題と財政が果たすべき役割についての

提言が主張される.沖 縄経済に占める財政の比

重はきわめて高い.し かしそれは,か ならずし

も沖縄県 における財政 自治の確立 を意味 しな

い.99年 度予算でみると,沖 縄開発庁概算決定

額は3,282億 円であるが,そ のうち県への計上

分1,479億 円は県予算の編成過程では,「義務的

経費」として意識 される.こ れに沖縄県側の裏

負担額432億 円を加 えた合計1,911億 円は一般

会計当初予算総額6,311億 円の30%に 当た り,

さらに開発庁一括計上分の義務的経費を加える

と,歳 出総額の実に78%に も達する.し たがっ

て,県 独自の予算編成は歳出全体の2割 の範囲

に過ぎないのである.こ のように財政 自主権を

きわめて制約されたもとで,復 帰後の沖縄県財

政は国庫補助金に依存する公共事業の展開を軸

に運営 されてきた.

以上の現実を踏 まえ,著 者は沖縄県財政が内

発的 ・自立的な社会形成に貢献するシステムと

して機能するための課題として,次 の4点 をあ

げる.す なわち① 開発庁の存在 自体の再検討.

②国庫補助金の嵩上げ措置の見直 し.③ ハー ド

なインフラ整備 とソフトなインフラ整備の整合

性 を図ること.④ 基地関連の財政支出を,県 全

体の内発的 ・自立的発展につなげる活用法の検

討である.そ して,「 これ以上ハー ドなイ ンフ

ラ整備を続けても,も はや地域の内発的発展に

はつなが らないばか りか,こ れまでのような画

一的な国庫補助金頼 りの態度は
,自 発的で創造

的なインフラ整備への意欲 と能力の欠落を生み

出した」 として,政 策の根本的転換の必要 を強

調するのである.

以上,本 章 は沖縄の自立的発展のためにイン

フラ整備はどうあるべ きか,そ のために財政の

果たすべ き役割は何かを,戦 後か ら現在 までの

指標 ・データを用いて丹念に分析 し,解 明して

いる.こ れは,終 戦後から現在に至る沖縄の財

政構造の把握 に有用であるばか りでな く,貴 重

な提言はこれからの財政あ り方を考え直す上で

の指針 となるであろう.特 に,地 方分権につい

て様々な議論が交わされる中で,著 者の主張す

る財政自主権の確立にむけ,沖 縄開発庁の廃止,

あるいは再編成にまで踏み込んだ提言は非常に

意義深 く,沖 縄県民ならず とも傾聴に値する.

著者はまた,重 要論点の1つ としてこれまで

の開発政策の中心をなす社会資本整備 を取 り上

げ,「 インフラ整備のための公共事業そのもの

が自己目的化 された」ことを指摘 している.そ

れは,な ぜか.復 帰後の沖縄県における公共投

資は,産 業基盤に極度に集中せざるをえず,生

活基盤投資は先送 り,後 追いするというのが実

情であった.つ まり復帰以来,沖 縄県内では本

土などからの企業誘致に力点が置かれ,そ のた

めのインフラ整備 を最優先 して きたのである.

なぜなら牧野(牧 野浩隆著 『再考沖縄経済』沖

縄タイムス社1996年)が 明らかにしたように,

70年 代の開発政策の指針 となった 「新全国総合

開発計画」(新 全総)で は,全 総によって確立

された 「工場の地方分散」 を一段 と促進するこ

とをめざしたが,こ れにしたがった企業誘致に

よる地域開発政策は,沖 縄の本土復帰にともな

い 「沖縄振興開発計画」に盛 り込まれたからで

ある.企 業誘致にとってインフラ整備は十分条

件であり,イ ンフラさえしっか りと整備 してお
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けば企業誘致は比較的容易であると考えられた

のである.

しかしなが ら全国平均に比べ割高な工業用地

価格や工業用水の問題を抱え,ま た2度 にわた

る石油ショック後の企業の設備投資抑制,プ ラ

ザ合意を契機 とした円高基調などの外性的要因

などのために,生 産拠点の海外シフ トが一般化

した結果,沖 縄への企業進出はほとんど見 られ

なかった.こ れは事実上,地 域開発政策の頓挫

を意味し,以 後それからの転換を余儀な くされ

ることになる.

第3次 沖縄振興開発計画の期間終了を目前に

控え,現 在沖縄県ではポス ト3次 振計へ向けた

新たな振興策の策定作業が急ピッチで進められ

ている.省 庁再編に伴い,「 沖縄開発庁」か ら

「内閣府沖縄担当部局」へ と名称が変更 された

とは言え,そ の一連の作業が中央政府主導であ

ることに変わりない.こ の点で 「沖縄開発庁の

役割はすでに終わった」 とする筆者の主張 と現

状との間は,依 然かな りの隔た りがある.こ の

ような状況下で,「 財政 自主権の確立へ向け開

発庁一括計上分を沖縄県独 自の予算編成権のも

とにお く」べ きだとされるが,こ の場合その全

額をそうするのか,あ るいは2分 の1程 度なの

か,そ れにはどのような具体的条件が必要で,

どのような過程 を経なければならないのだろう

か.さ らにそれが実現 した場合,ど の程度の影

響を地域にもたらしうるのか.最 近の沖縄県財

政に関する研究結果を見ても,こ れ らの課題 に

ついて制度面での検証が金額ベースでの推計 と

ともに未だ十分行われているとはいえない.こ

のため,著 者の提言はそのさらなる展開,理 論

的深化が求められてお り,期 待はそれだけ大 き

いと言える.(平 剛)

5.牡 ヒ半1拍勺コ メ ン ト

重森教授は本書において,人 間発達主義の地

域政策論,分 権的税財政システム論 を確立し,

地域,自 治体論の新 しい地平 を切 り拓いた.こ

の影響力は多大で,今 後深 く浸透すると思われ

る.評 者 もここか ら重要な示唆をえた し,今 後

の研究の拠 り所にたいと考える.た だ,本 書が

実践的要請か ら急 ぎ公刊され,論 文集の形をと

どめていることか ら不十分さを残していること

も事実である.ま た評者はい くつかの論点で,

著者 と見解を異にする.批 判や論争は研究 を発

展させる源泉であるので,誤 解 を恐れず若干の

コメントを行いたい.

第1は 地域政策論について,著 者は見事な体

系 を構築 したのであるが,[図 一1]で(欠)

と示 したように今 日のそれは 「広義の環境保全」

を1つ の柱 とすべ きではないかということであ

る.た しかに著者が実際に述べているように,

人間発達や内発的発展というコンセプ トは 「環

境保全」を内容的に包摂 している.し かし,環

境保全やその政策は多様性,重 層的性格を持ち

これを自治体の政策課題の1つ とするだけでは

決 して十分ではない.21世 紀の地域政策論の柱

として位置づけなければ,人 間発達,内 発的発

展 との基本的連関が見失われると考えるか らで

ある.

第2点 は,著 者が分権 システムづ くりの4課

題の1つ として,そ の主体は 「公,協,民 の共

同によって構成 される」,な いし 「行政,協 同

組合,民 間諸組織という3つ の主体の共同」 と

している点に関してである.中 央集権的福祉国

家の危機が顕在化 した70年 代以来,分 権 ととも

に公共セクター,プ ライベー トセクターのいず

れで もない第3の 主体の役割が評価 され,そ の

導入,活 用が国際的にも広 く合意 となっている.

この第3の 主体 を 「協」「協同組合型組織」「公

共 と民間の中間にい位置づけ られ る非営利団

体」 と規定するだけでは,き わめて不明瞭,か

つ不正確でさえある.著 者は決 して単純な公 ・

民2分 論ではない.そ れどころかイタリアのリ

アル ・サービス,ア メリカ諸都市の成長管理や

リンケージ政策におけるCDC,ACCD,URA

(前出)を 今後生かすべ き優れた経験であ為と

高 く評価 している.そ れにもかかわらず,第3

の主体の理論化や,欧 米における研究成果が十

分に摂取されていないのである.
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ひ るが え っ て ヨー ロ ッパ で は福 祉 国家 の 限 界

を克服 す る 方式 と して70年 代 以 降,第3の 主 体

の 活 用,実 践 が 広 く普 及 し,そ の研 究 も豊 富 に

蓄 積 さ れ て き た.そ れ は フ ラ ン ス で は

Economiesociale(社 会 的 経 済),イ ギ リス で

はTheThirdSector(サ ー ドセ ク ター),ア メ

リカ で はTheSocialSector(社 会 的 セ ク タ ー,

P.ド ラ ッ カー)と 規 定 され,理 論 的 確 立 を見 よ

う と して い る.89年 のEC本 部 に お け る社 会 経

済 局 の 設 置,94年 の"TheInternational

Socie七yfbrThird-SectorResearch"の 設 立 は

この 流 れ を象 徴 して お り,J.ド ウ フ ル ニ&」 、L.

モ ンソ ン編 著 『社 会 的 経 済一 近 未 来 の社 会 経 済

シ ス テ ム』1992.富 沢 賢 治 他 訳.1995)は 研 究 の

1つ の到 達 点 を示 して い る.

評者はい くつかの事情 を考慮 して,わ が国で

は 「社会的セクター」 として総括するのが最も

適切だと考える.そ れは各種の協同組合,共 済

組合,教 育,文 化,福 祉,医 療などの非営利法

人,組 織(い わゆるNPOを 含む),NGOな ど

から構成 され,行 政や私的セクターとの関係,

区別は次のように理解 される.「 その活動の一

部は政府や自治体が公的社会的責任を持ち,他

の一部は市場原理を活用する部門であり,費 用

財源の面からは一部財政負担,一 部は利用者の

料金負担によって経営 される.行 政の関与 は,

財政負担すれども干渉せずを原則 とし,各 主体

が経営責任を持つことによって公正 と効率の両

立をはかるのである.」(拙 著 『会社主義 と税制

改革』1996,プ ロローグ参照)第3の 主体の理

論化がおこわれるとき,著 者の地域政策論,自

治体財政論はさらに完成度を高めると考えられ

るのである.

第3に,自 治体財政支出,よ り広 くは財政機

能の理論化が明示的に示されていないことであ

る.著 者の示 した内発的発展,イ ンフラス トラ

クチャー,公 務労働の トライアングルは地域政

策論の輝ける成果であるが,評 者において,そ

れはまた自治体財政論の方法的基礎だと理解 さ

れる.と いうのは都市農村 を問わず,ど のの自

治体において も財政支出の圧倒的部分はインフ

ラ関係費(建 設事業費,維 持管理費など)と 直

接間接の人件費の両者から成る.評 者はかって

これを日本の地方財政について推計 したことが

ある.こ こでは普通会計歳出において投資的経

費と人件費の両者が約60%占 めるし,公 共施設

に直接関係す る維持補修費,物 件費や,投 資及

び出資金,そ の多 くが施設や人件費にあてられ

る私立高校や民間福祉法人への補助金 も事実上

両者の性格を持っている.別 言すると自治体 を

1つ の経営体 としてみたとき,支 出の大部分は

不変資本 と可変資本か ら構成されるということ

になる.移 転支出(公 債費や社会保障給付)や

商工費における貸付金は除くとしても,直 接間

接のインフラ関連費と人件費は財政支出の80%

前後に及ぶのである.こ れが地方公営企業や地

方公社,事 業団などにあてはまるのは当然であ

り,自 治体財政全体 についていえるのである.

この枠組みの設定は,自 治体財政の分析や効率

化民主化の対象手法を明らかにするうえで有効

性が高いと考えるのである.

第4点 は第3と 深 く関わる.著 者 において

「公務労働 は社会的共同業務 を現代 的に再生す

るためのインフラを形成,維 持,管 理する労働

である」(前 出)と されたが,公 務労働がすべ

てそうだとなれば,こ の規定は行き過 ぎだとい

うことである.こ れは上下水道,道 路,交 通,

ゴミ処理施設などに関する労働において文字通

りあてはまり,ま た公務労働は何 らかの意味で

ハー ド,ソ フ トのインフラと関連がある.と は

いえ,そ うでない広い範囲の仕事があ り,そ こ

では公務労働の独 自の意義が見失われてしまう

からである.比 喩的に表現すると保育労働者や

老人ホームの職員は保育所や老人ホーム,そ の

ネ ットワー クの維持管理 をしているというよ

り,こ どもや高齢者に対するサービス,貢 献に

本質的意義が存在する,さ らにホームヘルプ ・

サービスや保健婦 による健康,衛 生指導,職 員

の中小業者に対する経営や公的融資などの指導

は,ソ フ トのネットワーク ・システムが不可欠

であるとしても公務労働 自体が決定的役割 を果

たすのである.
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第5に 評者は重森教授 らの人間発達原理をベ

ーシックコンセプ トとする学派に強い共感を持

つのであるが,そ れは理想主義的教養主義的に

過ぎ,現 実 との乖離が大きいのではないか との

疑問を拭いきれない.言 い換えるとこの理論 と

政策は批判やチェックの武器 とはなりえても,

多 くの自治体や社会的セクターの支配的理論 と

なるのは困難ではないかということである.著

者はマルクス主義の理論を深 く研究 し,そ の理

想主義の影響が色濃 く反映 していると思われる

が,多 くの人々にとって雇用や所得,物 質的欲

求の充足が第一義的であ り,自 己実現を最優先

する人々が一般的だとは考え られない.神 野,

金子両氏 らは人々の自己決定権の保障,そ の機

会,選 択幅の拡大が一義的に重要であ り,そ の

ためにこそ個人間,世 代間,都 市農村 問の協

力 ・連帯が不可欠の前提,要 件であるとして分

権や地域の自立を根拠づけている.そ れゆえ評

者はこのグループを協力 ・連帯学派 と呼んでい

るが,自 己決定,協 力 ・連帯 をキー ・ワー ドと

する方が現実的有効性は高いのではないかと考

えるのである.と はいえ,す でに指摘 したよう

に両学派問には基本的共通項があ り,両 者の緊

張感 を持 った協力は分権 ・自治体研究の発展の

みならず,実 践的にも要請されていることを改

めて強調 しておきたい.

(本稿 は内山と平で行った議論 をベースとし

ているが,平 が 「4.沖 縄の 自立的発展論 と財

政改革論」を,内 山がそれ以外を執筆 した)
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